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【１．債務超過企業の場合の事業承継における問題点】

１．親族による承継

➢株式譲渡により過大負債を承継するケースが多い

➢経営破綻を来す危険があるケースの対応（少なくない）

⇒そのまま承継となることが少なくないが、先に負債処理を行った上

での承継が持続性に寄与する

～何らかの私的整理（中小企業再生支援協議会における抜本再生、

特定調停、そのほかの手続）を検討

⇒同時に保証債務を処理（経営者保証ＧＬ７項、６項）

２．従業員による承継

➢株式譲渡により過大負債を承継するケースは稀れ

➢経営破綻を来すようなケースの対応（少なくない）

⇒そのままではなかなか従業員は承継しない

よって、何らかの私的整理により負債を適正にした上で承継 3



３．第三者による承継

➢のれん（営業権）を評価して過大負債を承継（多くはない）

⇒中小企業のＭ＆Ａは簡易なＤＤにて株式譲渡のケースが多い

のれん（営業権）を評価して一定範囲の負債は承継する

（事例➀）老舗北関東地方の酒造販売業者

若干の債務超過ではあったが、老舗であり優良な商権を持っていた。

急な廃業を準備していたところ、取引先の紹介にて同業者に約一ヶ月

間の手続で株式譲渡。メインバンクが同じであったこともあり、支援

を受けてすべての金融負債の保証債務を解消した。

➢債務超過が大きい場合

⇒事業のみを承継するケースがほとんど
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（事例➁） 東海地方漁業法人

家族経営で生け簀によるマスの飼育を行っていたが、社長が病気により経営

ができず、廃業を決意。メインバンクが施設譲渡先（同業者）を紹介してくれ

たため、施設を売却し、売買代金をもって負債整理資金（特定調停により整理）

とした。保証人については経営者保証ガイドラインにより会社と一体で特定調

停で免除を受けた。同金融機関は施設買取資金を融資。

本件手続の効果

➢事業者は、破産とならずソフトランディングにて廃業。保証債務の免除も受けた

➢取引業者のほとんどは、手続の中で弁済を受けた

同業者が同じ施設を利用するため新たな取引需要

➢事業協同組合は同業者の新規加入により組合員減少を食い止めた

➢金融機関（メインバンク）は、担保不動産を同業者が購入したことによって、

適正な回収を得た。また、同業者との取引もあるため、購入資金の新たな融資が

できた。さらに、事業協同組合の解散の危機を回避することで、地域産業を維持

し、取引顧客を維持できた。
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第三者承継における諸問題

（１）事業用資産が故人名義で遺産分割未了

➢弁護士対応／家庭裁判所調停の活用

（２）株主名簿がない

ア 株主が誰であるかはわかるが名簿がなく説明できない

➢できる限りの説明・資料提出と表明保証による対応

イ 株主が正確に誰であるかわからない

➢会社法の規定による対応

・５年以上通知が届かない株主への通知省略（１９６条）

・株式の競売制度（１９７条）

ウ 株券に関する問題（２１５条４項、２２３条〔株券喪失登録〕）

（３）反対株主への対応（１７９条）

➢特別支配株主（議決権額の１０分の９以上）による株式売渡請求

（４）事業譲渡等による場合、負債超過なため保証責任が残る

➢経営者保証に関するガイドライン 6



債務超過企業の事業承継手続の流れ

債務超過の
見極め

実質債務超過
か？

実質債務超過；

負債圧縮の判断

負債圧縮は可能か？

負債処理手続
の選択

私的整理か？

法的整理か？

保証債務処理

経営者保証ＧＬを
活用できるか？

実態Ｂ／Ｓ
の作成
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形式債務超過・実態資産超過ケース

（事例➂）中国地方製造業（オーナー経営）

社長一族にて経営していたが、子供は娘で他の仕事についており、また主
力従業員も高齢が理由で退社し、社内での事業承継が難しい状況である。他
方、近年、材料相場が高騰したことから、１億強の赤字が出ており、貸借対
照表においても３億円くらいの債務超過となっている。しかし、不動産の簿
価が実勢価格より安価であり、相場と思われる価格であれば、逆に５億円の
資産超過と考えられるが、工業団地内の敷地なため、購入希望者によって価
格の差が大きい。

平成２５年売上高 ５１億円 経常損失 ５億円

平成２６年売上高 ６８億円 経常損失 １億円

平成２７年売上高 ６０億円 経常損失 １億円

〇 事業を同業者へ譲渡しようと考えているが、寡占状態で淘汰されて

いる業界であまり魅力がなく、負債が５億円残るリスクがある。

〇ＢＳにおいて約９億円の債務超過であるが、不動産の含み益（？）、

投資商品の回収（約６億円）により資産と負債はバランスする可能性がある

→事業停止して固定費圧縮した上で、施設を賃貸して賃料収入に

より長期弁済計画を策定 8



債務超過企業の事業承継手続の流れ

債務超過の
見極め

実質債務超過
か？

実質債務超過；

負債圧縮の判断

負債圧縮は可能か？

負債処理手続
の選択

私的整理か？

法的整理か？

保証債務処理

経営者保証ＧＬを
活用できるか？

債権の性質・金
額等により判断
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負債圧縮の可否についての判断ポイント

１．負債の内容（性質・金額・債権者数）

交渉によって対応できる金額・性質の負債であるのか否か

・取引負債か（交渉可）

・金融負債か（手続処理可）

・租税公課か（対応不可）

２．取引負債の処理方針

➢１対１の個別交渉により減額合意

➢弁護士による集団的私的整理 →少ない程対応可能。３０社が限度か？

（例）３０％を一括弁済に合意してもらえれば、合意書に署名捺印して欲しい。

３．租税公課の処理

⇒減額は困難 地方税の延滞税減免（地方税法６４➂他）が限界

４．金融負債の処理

⇒私的整理手続等 10



債務超過企業の事業承継手続の流れ

債務超過の
見極め

実質債務超過
か？

実質債務超過；

負債圧縮の判断

負債圧縮は可能か？

負債処理手続
の選択

私的整理か？

法的整理か？

保証債務処理

経営者保証ＧＬを
活用できるか？

金融機関の意向、
会社や保証人の状
況・意向等で判断 11



企業規模（負債総額） 主な私的再生手続 主な法的再生手続 

５０億円以上 事業再生ＡＤＲ 

地域経済活性化支援機構（REVIC）  

私的整理ガイドライン 

特定調停手続（東京地裁民事８部など）

会社更生手続 

民事再生手続 

 

１０億円～５０億円 中小企業再生支援協議会 

地域経済活性化支援機構(REVIC) 

特定調停手続 

民事再生手続 

１億円～１０億円 中小企業再生支援協議会 

特定調停手続 

民事再生手続 

 

１億円以下 弁護士主導の債務整理 

特定調停手続 

 

 

  

  

再建型手続
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法人再生におけるスキーム

１．第二会社方式

２．自力再生型

第二会社事業譲渡

民事再生・
支援協議会
・特定調停

再建

清算会社

債務免除・分割弁済

民事再生・
特定調停

再建
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清算型手続を活用した第三者承継

第三者優良
事業

残債について
清算型手続で
処理

事業譲渡／
資産譲渡

債権者

弁済

残債請求

優良
事業

優良事業
以外は残
ってしま
った！
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債務超過企業の事業承継手続の流れ

債務超過の
見極め

実質債務超過
か？

実質債務超過；

負債圧縮の判断

負債圧縮は可能か？

負債処理手続
の選択

私的整理か？

法的整理か？

保証債務処理

経営者保証ＧＬを
活用できるか？

金融機関の意向、
会社や保証人の状
況・意向等で判断
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保証債務処理

経営者保証に関するガイドライン（概要）

ア ２０１３年１２月制定・２０１４年２月から実施
中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則
日本商工会議所と全国銀行協会が設置した研究会によるもの

イ ３つの場面での保証の取扱い
経営者保証の契約時の対象債権者の対応
既存の保証契約の適切な見直し（事業承継の場合を含む）【第６項】
保証債務の整理【第７項】

ウ 保証債務の整理における保証人のメリット
破産せずとも自由財産を確保、インセンティブ資産を確保

エ 準則型私的整理手続の利用（原則）
特定調停、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構
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「経営者保証に関するガイドライン」活用実態

活用実績 金融庁「『経営者保証に関するガイドライン』の活動実績について」

（平成２９年１２月２７日公表）

【平成２９年４月～９月 （平成２８年度）】

① 新規に無保証で融資した件数 ２８４，９２６件 （５０３，７０７件）

② 経営者保証の代替的な融資手法を活用した件数 ３０４件 （５３２件）

③ 保証契約を解除した件数 ２７，８２０件 （４２，７２５件）

④ 保証金額を減額した件数 ８，９９５件 （１６，６６５件）

⑤ メイン行としてガイドラインに基づく保証債務整理を成立させた件数１３３件（２３４件）

⑥ 代表者の交代時における対応 平成２９年４月～９月（平成２８年１０月～２９年３月）

ⅰ）旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなった件数

２，５８６件 （１，８３８件）

ⅱ）旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数

８，６３０件 （６，２５７件）

ⅲ）旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数

６，４９２件 （４，３９７件）

ⅳ）旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数

１１，０５９件 （１１，２３６件）
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「事業整理局面における経営者保証に関するガイドライン」

債務超過案件の場合には、「事業承継局面における経営者保証
ガイドライン」（第６項）は要件を充たさない

↓

債務超過案件の場合には、「事業整理局面における経営者保証
ガイドライン」（第７項）にて保証債務免除を求めていく

→ 企業が再生型の場合

･･･企業が清算した場合よりも多額の回収がある

ことを条件に、保証債務免除（自由財産＋自宅等資産

残存）

→ 企業が清算型の場合

･･･企業が漫然と３年経過した後に清算した場合

よりも多額の回収があることを条件に、保証債務

免除（自由財産＋自宅等資産残存）
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金融庁ホームページより

会社再生・清算時における保証免除
～金融庁ホームページ 「『経営者保証に関するガイドライン』の活用に係る参考事例集」平成２７年１２月改訂版より
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金融庁ホームページより
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１ 親族に適任者がいない以上、第一選択は幹部従業員

（１）雇われ社長のケース

➢保証引継問題 ～経営者保証ガイドライン第６項

➢オーナーまたは株主との折り合い

～しばしば対立が生じうる・内紛に発展することも

⇒株式買取による対応など（プロキシファイトとなる場合も）

➢株式買取価格の評価が問題

⇒譲渡制限株式の売買価格決定（会社法１４４条）

〔事前対策〕相続人に対する売渡し請求（会社法１７４条）

〔事後対応〕特別支配株主による株式売渡請求（同１７９条）

（２）株式移転のケース

➢購入資金調達方法が問題

←融資（株式や会社資産を担保に従業員に融資／持株会社に融資）

➢しばしば税務問題 21

【２．従業員承継における問題点】



２ 廃業予定から従業員承継へ

➢完全廃業の場合よりオーナーにとって取得できる一時金は少ない

かもしれないが、継続的に株式配当・顧問報酬を得る余地が生じる

～オーナーとしてのメリット

➢従業員は新たに集まって起業しようとしても個人としての信用

（与信）しかない。取引先との取引においても、資金支援を得る

金融機関との関係においても従前の会社の信用（与信）を利用する

方が効果的

➢会社は廃業するとしても新会社を設立して事業譲渡を実施する
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「事業承継局面における経営者保証に関するガイドライン」

６．既存の保証契約の適切な見直し

（１）保証契約の見直しの申入れ時の対応

➀ 主たる債務者及び保証人における対応

➁ 対象債権者における対応

（２）事業承継時の対応

➀ 主たる債務者及び後継者における対応

イ）主たる債務者及び後継者は、対象債権者からの情報開示の要請に

対し適時適切に対応する。特に、経営者の交代により経営方針や事

業計画等に変更が生じる場合には、その点についてより誠実かつ丁

寧に、対象債権者に対して説明を行う。

ロ）主たる債務者が、後継者による個人保証を提供することなしに、

対象債権者から新たに資金調達することを希望する場合には、主た

る債務者及び後継者は第４項（１）に掲げる経営状況であることが

求められる。
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➁ 対象債権者における対応

イ）後継者との保証契約の締結について

対象債権者は、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に

引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得た上で、第４項（２）に即

して、保証契約の必要性等について改めて検討するとともに、その結果、

保証契約を締結する場合には第５項に即して、適切な保証金額の設定に努

めるとともに、保証契約の必要性等について主たる債務者及び後継者に対

して丁寧かつ具体的に説明することとする。

ロ）前経営者との保証契約の解除について

対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前

経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証

契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による

借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の解除について適切に判断するこ

ととする。
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事業承継時の代表者交代による保証免除

金融庁ホームページより
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金融庁ホームページより
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【３．新しい経営者による事業改善・事業再編へ】

事業承継の先の取引（融資機会の拡大）へ

（１）Ｍ＆Ａによる拡大

（２）不採算事業の廃業による本業強化へ
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